
特殊車両通行許可基準（車両幅）の改定について 

○ 片側１車線の分離道路の構造を通行する場合、同じ車道幅員の非分離道路と同等の通
行条件となるよう基準が改正されました。 
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■改正内容 
分離道路 

【参考】１車線の幅員が2.75ｍの道路を幅
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特殊車両通行許可基準（車両幅）の改定に伴う対応について 

○ オンライン申請システムの改修が完了するまで、今回の基準改正によりＡ条件となる片
側１車線の分離道路に関して、許可証のＣ・Ｄ条件箇所一覧にＣ条件として記載されるこ
とがありますが、特車PRサイトに掲載する「1車線分離道路リスト」に示す車両幅（最大）
以下の車両については、A条件での通行が可能となります。 

○ なお、システムの改修が完了した際には、改めてお知らせいたします。 

 
○平成31年1月29日 １車線分離道路を通行する場合の通行条件が見直され 
 ました。詳細はこちらをご覧ください。１車線分離道路リストはこちら 
 
 

特車ＰＲサイト 
（http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/） 

１車線分離道路 
リストへのリンク 

１車線分離道路リスト 
１車線分離道路リスト（平成30年6月末時点） ※障害種別が「曲線」のときは車両占有幅

道路種別 路線
番号

枝線
番号

路線名 出発地側
交差点

出発地側
交差点地先名

目的地側
交差点

目的地側
交差点地先名

障害種
別

地先名 車道幅員 A条件とな
る車両幅
（最大）※

車道幅員 A条件とな
る車両幅
（最大）※

主要地方道 10 0 千歳鵡川線 6441070005 北海道厚真町錦町 6441070004 北海道厚真町字美里 狭小 字京町 3.25 3.00 3.25 3.00
主要地方道 10 0 千歳鵡川線 6441070004 北海道厚真町字美里 6441070005 北海道厚真町錦町 狭小 字京町 3.25 3.00 3.25 3.00
主要地方道 17 0 小樽港線 6441600953 北海道小樽市勝納町 6441600866 北海道小樽市潮見台１丁目 狭小 勝納町１番 3.25 3.00
主要地方道 17 0 小樽港線 6441600866 北海道小樽市潮見台１丁目 6441600953 北海道小樽市勝納町 狭小 勝納町１番 3.25 3.00
主要地方道 34 0 襟裳公園線 6243710012 北海道えりも町えりも岬 6243710004 北海道えりも町字東洋 狭小 えりも岬 3.00 2.75 3.00 2.75
主要地方道 34 0 襟裳公園線 6243710004 北海道えりも町字東洋 6243710012 北海道えりも町えりも岬 狭小 えりも岬 3.00 2.75 3.00 2.75
主要地方道 50 0 北見置戸線 6543560800 北海道北見市北上 6543450069 北海道訓子府町字訓子府 狭小 日出 2.75 2.50 2.75 2.50
主要地方道 50 0 北見置戸線 6543450069 北海道訓子府町字訓子府 6543560800 北海道北見市北上 狭小 日出 2.75 2.50 2.75 2.50
主要地方道 53 0 釧路鶴居弟子屈線 6444421737 北海道釧路市鶴野１８５－１５ 6444421106 北海道釧路市鶴野２６８－３ 狭小 鶴野１８５－１５ 3.25 3.00 3.25 3.00
主要地方道 53 0 釧路鶴居弟子屈線 6444421106 北海道釧路市鶴野２６８－３ 6444421737 北海道釧路市鶴野１８５－１ 狭小 鶴野１８５－１５ 3.25 3.00 3.25 3.00
主要地方道 57 0 旭川深川線 6542410030 北海道旭川市神居古潭１０９ 6542410022 北海道深川市一已町字一已 狭小 神居町 3.00 2.75
主要地方道 57 0 旭川深川線 6542410022 北海道深川市一已町字一已５８７４ 6542410030 北海道旭川市神居古潭１０９ 狭小 神居町 3.00 2.75
主要地方道 59 0 平取厚真線 6342700014 北海道むかわ町穂別仁和 6441070005 北海道厚真町錦町 狭小 字宇隆 3.00 2.75 3.00 2.75
主要地方道 59 0 平取厚真線 6441070005 北海道厚真町錦町 6342700014 北海道むかわ町穂別仁和 狭小 字宇隆 3.00 2.75 3.00 2.75
主要地方道 62 0 豊頃糠内芽室線 6443110009 北海道帯広市大正町基線 6443110004 北海道帯広市富士町 狭小 富士町 2.75 2.50 2.75 2.50
主要地方道 62 0 豊頃糠内芽室線 6443110004 北海道帯広市富士町 6443110009 北海道帯広市大正町基線 狭小 富士町 2.75 2.50 2.75 2.50
主要地方道 65 0 釧路空港線 6444410069 北海道釧路市鶴丘２番２８８ 6444410098 北海道釧路市鶴丘８線１６２ 狭小 鶴岡 3.50 3.25 3.50 3.25
主要地方道 65 0 釧路空港線 6444410098 北海道釧路市鶴丘８線１６２番５ 6444410069 北海道釧路市鶴丘２番２８８ 狭小 鶴岡 3.50 3.25 3.50 3.25
主要地方道 66 0 岩内洞爺線 6440150067 北海道ニセコ町字元町 6440150132 北海道ニセコ町字近藤 狭小 字近藤３９１地先 3.00 2.75 3.00 2.75
主要地方道 66 0 岩内洞爺線 6440150132 北海道ニセコ町字近藤 6440150067 北海道ニセコ町字元町 狭小 字近藤３９１地先 3.00 2.75 3.00 2.75
主要地方道 66 0 岩内洞爺線 6440150132 北海道ニセコ町字近藤 6440160019 北海道真狩村字杜 狭小 字近藤 3.25 3.00 3.25 3.00
主要地方道 66 0 岩内洞爺線 6440160019 北海道真狩村字杜 6440150132 北海道ニセコ町字近藤 狭小 字近藤 3.25 3.00 3.25 3.00
主要地方道 86 0 白老大滝線 6441000036 北海道伊達市大滝区三階滝町 6441000035 北海道伊達市大滝区三階滝 曲線 大滝区三階滝町 3.00 2.75 3.00 2.75 200
主要地方道 86 0 白老大滝線 6441000035 北海道伊達市大滝区三階滝町 6441000036 北海道伊達市大滝区三階滝 曲線 大滝区三階滝町 3.00 2.75 3.00 2.75 200
主要地方道 98 0 旭川多度志線 6542524433 北海道旭川市江丹別町 654251F001 北海道深川市多度志町字湯 狭小 江丹別町 3.25 3.00 3.25 3.00
主要地方道 98 0 旭川多度志線 654251F001 北海道深川市多度志町字湯内 6542524433 北海道旭川市江丹別町 狭小 江丹別町 3.25 3.00 3.25 3.00
主要地方道 98 0 旭川多度志線 6542524433 北海道旭川市江丹別町 654251F001 北海道深川市多度志町字湯 狭小 江丹別町 3.25 3.00 3.25 3.00
主要地方道 98 0 旭川多度志線 654251F001 北海道深川市多度志町字湯内 6542524433 北海道旭川市江丹別町 狭小 江丹別町 3.25 3.00 3.25 3.00
主要地方道 106 0 稚内天塩線 674135F001 北海道天塩町字川口 6741250014 北海道天塩町海岸通５丁目 曲線 字川口 3.00 2.75 3.00 2.75 170
主要地方道 106 0 稚内天塩線 6741250014 北海道天塩町海岸通５丁目 674135F001 北海道天塩町字川口 曲線 字川口 3.00 2.75 3.00 2.75 170
主要地方道 113 1 釧路環状線（複線０１） 6444331451 北海道釧路市武佐１丁目 6444332157 北海道釧路町字別保南２４線狭小 武佐 3.25 3.00 3.25 3.00
主要地方道 113 1 釧路環状線（複線０１） 6444332157 北海道釧路町字別保南２４線４０－２ 6444331451 北海道釧路市武佐１丁目 狭小 武佐 3.25 3.00 3.25 3.00
主要地方道 139 0 江別奈井江線 6441541623 北海道江別市美原 6441640057 北海道新篠津村字篠津 狭小 緑町東３丁目 2.75 2.50 2.75 2.50
主要地方道 139 0 江別奈井江線 6441640057 北海道新篠津村字篠津 6441541623 北海道江別市美原 狭小 緑町東３丁目 2.75 2.50 2.75 2.50
主要地方道 146 0 旭川鷹栖インター線 6542523267 北海道旭川市錦町２４丁目２１７６番 6542522829 北海道旭川市近文７線南１号　狭小 錦町２４丁目 3.25 3.00 3.25 3.00
主要地方道 146 0 旭川鷹栖インター線 6542522829 北海道旭川市近文７線南１号　 6542523267 北海道旭川市錦町２４丁目２ 狭小 錦町２４丁目 3.25 3.00 3.25 3.00
主要地方道 1149 0 大沼公園インター線 6340050055 北海道森町字赤井川 6340050006 北海道森町赤井川８２ 曲線 字赤井川 3.25 3.00 3.25 3.00 200
主要地方道 1149 0 大沼公園インター線 6340050006 北海道森町赤井川８２ 6340050055 北海道森町字赤井川 曲線 字赤井川 3.25 3.00 3.25 3.00 200
主要地方道 3 0 弘前岳鰺ケ沢線 6040730198 青森県弘前市下白銀町 6040730399 青森県弘前市大字親方町 狭小 下白銀町 3.00 2.75 3.00 2.75
主要地方道 3 0 弘前岳鰺ケ沢線 6040730399 青森県弘前市大字親方町 6040730198 青森県弘前市下白銀町 狭小 下白銀町 3.00 2.75 3.00 2.75
主要地方道 3 1 弘前岳鯵ヶ沢線（複線１） 6040730086 青森県弘前市松ヶ枝三丁目 6040731101 青森県弘前市松ヶ枝一丁目 狭小 松ヶ枝三丁目 4.00 3.75
主要地方道 3 1 弘前岳鯵ヶ沢線（複線１） 6040731101 青森県弘前市松ヶ枝一丁目 6040730086 青森県弘前市松ヶ枝三丁目 狭小 松ヶ枝三丁目 4.00 3.75
主要地方道 29 2 八戸－環状線（複線０２） 6041630684 青森県八戸市市川町字尻引前山 6041630423 青森県八戸市市川町字尻引 狭小 市川町字尻引前山 3.25 3.00 3.25 3.00
主要地方道 29 2 八戸－環状線（複線０２） 6041630423 青森県八戸市市川町字尻引前山 6041630684 青森県八戸市市川町字尻引 狭小 市川町字尻引前山 3.25 3.00 3.25 3.00
主要地方道 37 0 弘前－柏線 6140130475 青森県鶴田町木筒字中柳川 6140130486 青森県つがる市柏桑野木田 曲線 柏桑野木田若宮 3.25 3.00 3.25 3.00 160
主要地方道 37 0 弘前－柏線 6140130486 青森県つがる市柏桑野木田八幡 6140130475 青森県鶴田町木筒字中柳川 曲線 柏桑野木田若宮 3.25 3.00 3.25 3.00 160
主要地方道 37 0 弘前－柏線 6140130475 青森県鶴田町木筒字中柳川 6140130486 青森県つがる市柏桑野木田 狭小 木筒字中柳川 3.25 3.00 3.25 3.00
主要地方道 37 0 弘前－柏線 6140130486 青森県つがる市柏桑野木田八幡 6140130475 青森県鶴田町木筒字中柳川 狭小 木筒字中柳川 3.25 3.00 3.25 3.00
主要地方道 40 0 青森田代十和田線 6041700027 青森県十和田市段ノ台（熊ノ沢付近） 6041700025 青森県十和田市段ノ台（川口 狭小 熊ノ沢 3.25 3.00 3.25 3.00
主要地方道 40 0 青森田代十和田線 6041700025 青森県十和田市段ノ台（川口付近） 6041700027 青森県十和田市段ノ台（熊ノ 狭小 熊ノ沢 3.25 3.00 3.25 3.00
主要地方道 40 0 青森田代十和田線 6041700025 青森県十和田市段ノ台（川口付近） 6041710367 青森県十和田市法量 狭小 川口下 3.25 3.00 3.25 3.00
主要地方道 40 0 青森田代十和田線 6041710367 青森県十和田市法量 6041700025 青森県十和田市段ノ台（川口 狭小 川口下 3.25 3.00 3.25 3.00
主要地方道 47 0 青森東インター線 6140160541 青森県青森市大字諏訪沢 6140160546 青森県青森市滝沢 狭小 大字三本木 3.50 3.25 3.50 3.25
主要地方道 47 0 青森東インター線 6140160546 青森県青森市滝沢 6140160541 青森県青森市大字諏訪沢 狭小 大字三本木 3.50 3.25 3.50 3.25
主要地方道 11 0 八戸－大野線 6041440011 青森県階上町田代字番屋 6041440055 青森県階上町田代字番屋 狭小 田代 3.25 3.00 3.25 3.00
主要地方道 11 0 八戸－大野線 6041440055 青森県階上町田代字番屋 6041440011 青森県階上町田代字番屋 狭小 田代 3.25 3.00 3.25 3.00
主要地方道 8 2 仙台松島線（複線０２） 5741400351 宮城県松島町赤沼 5741400089 宮城県利府町赤沼字明ケ沢 狭小 赤沼字砂押 3.50 3.25 3.50 3.25
主要地方道 8 2 仙台松島線（複線０２） 5741400089 宮城県利府町赤沼字明ケ沢 5741400351 宮城県松島町赤沼 狭小 赤沼字砂押 3.50 3.25 3.50 3.25

復路往路

曲率半径
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通行条件の確認方法（狭小） 

• 許可証に添付される『C・D条件箇所一覧』において、「障害種別」が狭小幅員としてC条件が出てい
る場合（①） 

• 記載されている「出発地交差点」、「目的地交差点」、「往復区分」（②）を用いて、 
• 『１車線分離道路リスト』から「A条件となる車両幅（最大）」を確認（③） 
• 『車両の諸元に関する説明書』の「車両諸元表」の「幅」≦③であればA条件 

■許可証（Ｃ・Ｄ条件箇所一覧） 

② ① ② 

交差点番号と往復区分を
活用し、検索 

③ 

② 

注： 「未収録道路 寸法：Ｃ」の場合は個別に審査をした結果によるものであり、条件は変更になりません。（「１車線分離道路リスト」には掲載されて
おりません。） 

※障害種別が「曲線」のときは車両占有幅

出発地側
交差点

出発地側
交差点地先名

目的地側
交差点

目的地側
交差点地先名

障害種別 地先名 車道幅員 A条件とな
る車両幅
（最大）※

車道幅員 A条件とな
る車両幅
（最大）※

5239720442 神奈川県二宮町二宮 5239720421 神奈川県二宮町二宮 曲線 二宮 4.00 3.75 4.00 3.75 50
5238540024 静岡県静岡市清水区蒲原 5238540130 静岡県静岡市清水区蒲原 狭小 清水区蒲原 3.15 2.90 3.20 2.95
5238540024 静岡県静岡市清水区蒲原 5238540128 静岡県静岡市清水区蒲原 狭小 清水区蒲原 3.10 2.85 3.10 2.85

復路往路

曲率半径

該当区間のA条件となる
車両幅を確認 

■１車線分離道路リスト（特車ＰＲサイトに掲載） 
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※障害種別が「曲線」のときは車両占有幅

出発地側
交差点

出発地側
交差点地先名

目的地側
交差点

目的地側
交差点地先名

障害種別 地先名 車道幅員 A条件とな
る車両幅
（最大）※

車道幅員 A条件とな
る車両幅
（最大）※

5239720442 神奈川県二宮町二宮 5239720421 神奈川県二宮町二宮 曲線 二宮 4.00 3.75 4.00 3.75 50
5238540024 静岡県静岡市清水区蒲原 5238540130 静岡県静岡市清水区蒲原 狭小 清水区蒲原 3.15 2.90 3.20 2.95
5238540024 静岡県静岡市清水区蒲原 5238540128 静岡県静岡市清水区蒲原 狭小 清水区蒲原 3.10 2.85 3.10 2.85

復路往路

曲率半径

通行条件の確認方法（曲線） 

• 許可証に添付される『C・D条件箇所一覧』において、「障害種別」が曲線としてC条件が出ている場
合（①） 

• 記載されている「出発地交差点」、「目的地交差点」、「往復区分」（②）を用いて、 
• 『１車線分離道路リスト』から「A条件となる車両占有幅（最大）」を確認（③） 
• 『図２道路の曲線部における車両の占有幅』より、曲線半径（④）と分類から 
  車両占有幅を算出（⑤）し、「申請車両の占有幅」（⑤）≦③であればA条件 

① 

該当区間のA条件となる
車両占有幅を確認 

② ② ② 

③ 

交差点番号と往復区分を
活用し、検索 

■１車線分離道路リスト（特車ＰＲサイトに掲載） 

注： 「未収録道路 寸法：Ｃ」の場合は個別に審査をした結果によるものであり、条件は変更になりません。（「１車線分離道路リスト」には掲載されて
おりません。） 

■許可証（Ｃ・Ｄ条件箇所一覧） 
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図－２　道路の曲線部における車両占有幅
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［参考］図－２ 道路の曲線部における車両の占有幅 

図－２　道路の曲線部における車両占有幅
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